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(57)【要約】
　内視鏡装置（１）は、内視鏡挿入部と、第１の光学系
および第２の光学系を有するステレオ光学系（１０ａ）
と、第１の光学系を介して受光面に結像された第１の光
学像と、第２の光学系を介して受光面に結像された第２
の光学像との少なくとも一方から撮像信号を生成する撮
像素子（２２）と、第１の画像および第２の画像のうち
、一方の画像に関する映像信号を生成する映像信号処理
部（３１）と、映像信号が入力されることで、一方の画
像が表示される表示部（４）と、を有し、さらに、表示
部（４）に表示される一方の画像の輝度情報を検出する
とともに、検出された輝度情報が所定の閾値よりも高い
場合に、表示部（４）に表示する画像を一方の画像から
、他方の光学像に対応する他方の画像に切り替える表示
切替処理を実行する表示切替部を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部と、
　視差方向に交差する方向に光軸が配置され、前記視差方向に互いに離間して配置された
第１の光学系および第２の光学系を有し、前記内視鏡挿入部の先端に配置されるステレオ
光学系と、
　前記先端に配置され、前記第１の光学系および前記第２の光学系の結像位置に配置され
た受光面を有し、前記第１の光学系を介して前記受光面に結像された第１の光学像と、前
記第２の光学系を介して前記受光面に結像された第２の光学像との少なくとも一方から撮
像信号を生成する撮像素子と、
　前記撮像信号に基づいて、前記第１の光学像に対応する第１の画像および前記第２の光
学像に対応する第２の画像のうち、一方の画像に関する映像信号を生成する映像信号処理
部と、
　前記映像信号が入力されることで、前記一方の画像が表示される表示部と、を有する内
視鏡装置において、
　前記表示部に表示される前記一方の画像の輝度情報を検出するとともに、検出された前
記輝度情報が所定の閾値よりも高い場合に、前記表示部に表示する画像を前記一方の画像
から、他方の光学像に対応する他方の画像に切り替える表示切替処理を実行する表示切替
部を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　さらに、前記第１の光学系を通る光路を遮る第１の位置と、前記第２の光学系を通る光
路を遮る第２の位置とに対して択一的に遮蔽部を配置することで、いずれか一方の光路を
遮る光路遮断部を有し、
　前記表示切替部は、前記一方の画像から前記他方の画像に切り替える場合、前記遮蔽部
の配置位置を現在の位置から他方の位置へ切り替えることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡装置。
【請求項３】
　前記表示切替部は、前記一方の画像を複数の画像領域に分割し、前記複数の画像領域毎
に前記輝度情報を検出することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記表示切替部は、前記所定の閾値よりも高い前記輝度情報が検出された画像領域を計
数し、
　計数値が前記所定の閾値を超える場合に、前記表示部に表示する画像を、前記一方の画
像から、前記他方の光学像に対応する他方の画像に切り替えることを特徴とする請求項３
に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　さらに、前記表示切替処理のトリガー情報を出力する表示切替判断部を有し、
　前記表示切替部は、前記表示切替判断部からの前記トリガー情報に基づいて、前記表示
切替処理を実行することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記表示切替判断部は、検査者による静止画表示処理を検出した場合、前記トリガー情
報を出力することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記表示切替判断部は、前記撮像信号あるいは前記映像信号に基づいて、被写体のぶれ
量を検出し、当該ぶれ量が前記所定の閾値よりも小さいと判断した場合、前記トリガー情
報を出力することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記表示切替判断部は、検査者による湾曲ロック操作指示を検出した場合、前記トリガ
ー情報を出力することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
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　さらに、前記表示部の表示領域に対して、前記一方の画像と前記他方の画像とを表示す
る位置を制御する表示制御部を有し、
　前記表示制御部は、前記一方の画像と前記他方の画像とに共通で表示される被写体部位
が、前記一方の画像が表示されるときと前記他方の画像が表示されるときとで、前記表示
部の表示領域において同じ位置に表示されるように、各画像の表示位置を制御することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記被写体部位が、前記表示部の表示領域の中央に表示されるよう
に、各画像の表示位置を制御することを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記第１の光学系および前記第２の光学系の光学特性に基づいて、
各画像の表示位置を制御することを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　さらに、被写体との物体距離を測定する測定部を有し、
　前記表示制御部は、前記測定部によって測定された物体距離に基づいて、各画像の表示
位置を制御することを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、前記表示部の前記表示領域の全面に前記一方の画像を表示させた場
合の前記被写体部位の表示位置と、前記表示領域の全面に前記他方の画像を表示させた場
合の前記被写体部位の表示位置との距離に対して、前記表示部の前記表示領域の一部に前
記一方の画像を表示させた場合の前記被写体部位の表示位置と、前記表示領域の一部とは
異なる表示位置に前記他方の画像を表示させた場合の前記被写体部位の表示位置との距離
が小さくなるように、各画像を表示することを特徴とする請求項１０に記載の内視鏡装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、左右２つの互いに視差を有する観察光学系を備えた内視鏡装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体内に挿入される挿入機器、例えば内視鏡は、医療分野及び工業用分野にお
いて広く利用されている。医療分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体
となる体腔内に挿入することによって、体腔内の観察、必要に応じて内視鏡が具備する処
置具の挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種処置等をすることができる。
【０００３】
　また、工業用分野において用いられる内視鏡は、内視鏡の細長い挿入部をジェットエン
ジン内、工場の配管等の被検体内に挿入することによって、被検体内の被検部位の傷及び
腐食等の観察、各種処置、検査等を行うことができる。
【０００４】
　また、近年の工業用内視鏡においては、内視鏡の先端部に左右２つの互いに視差を有す
る観察光学系を備え、左右２つの観察光学系からの観察画像を用いて、三角測量の原理で
被写体の様々な空間特性を計測（ステレオ計測）する内視鏡装置が用いられている。例え
ば、日本国特開２００４－１８７７１１号公報には、観察画像内に発生するハレーション
の影響を低減させて、検査者にとって観察しやすい観察画像を表示させるステレオ計測可
能な内視鏡装置が開示されている。
【０００５】
　この日本国特開２００４－１８７７１１号公報に開示されている内視鏡装置は、観察画
像内にハレーションが発生しているか否かを判別し、ハレーションが発生している場合、
その観察画像に対して画像処理を行う。具体的には、この内視鏡装置は、ハレーションが
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発生している部分を塗りつぶす、カットする、あるいは、文字情報を表示することでマス
ク処理を行うようにしている。
【０００６】
　これにより、日本国特開２００４－１８７７１１号公報の内視鏡装置は、ハレーション
が発生している表示部分を表示画面から排除することで、検査者が観察画像に対して感じ
る目障りさを低減することができる。
【０００７】
　しかしながら、日本国特開２００４－１８７７１１号公報の内視鏡装置は、ハレーショ
ンが発生している表示部分を表示画面から排除するため、被写体の一部または全部が欠落
した画像が表示部に表示されることになり、観察画像の視認性の低下を招くという問題が
ある。
【０００８】
　そこで、本発明は、ハレーション発生による観察画像の視認性の低下を抑制することが
できる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、内視鏡挿入部と、視差方向に交差する方向に光軸が配
置され、前記視差方向に互いに離間して配置された第１の光学系および第２の光学系を有
し、前記内視鏡挿入部の先端に配置されるステレオ光学系と、前記先端に配置され、前記
第１の光学系および前記第２の光学系の結像位置に配置された受光面を有し、前記第１の
光学系を介して前記受光面に結像された第１の光学像と、前記第２の光学系を介して前記
受光面に結像された第２の光学像との少なくとも一方から撮像信号を生成する撮像素子と
、前記撮像信号に基づいて、前記第１の光学像に対応する第１の画像および前記第２の光
学像に対応する第２の画像のうち、一方の画像に関する映像信号を生成する映像信号処理
部と、前記映像信号が入力されることで、前記一方の画像が表示される表示部と、を有す
る内視鏡装置において、前記表示部に表示される前記一方の画像の輝度情報を検出すると
ともに、検出された前記輝度情報が所定の閾値よりも高い場合に、前記表示部に表示する
画像を前記一方の画像から、他方の光学像に対応する他方の画像に切り替える表示切替処
理を実行する表示切替部を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る内視鏡装置の構成を示す構成図である。
【図２】光学アダプタ、先端部、及び、装置本体の構成を説明するための図である。
【図３】被写体と左眼光学系及び右眼光学系の観察範囲との関係を説明するための図であ
る。
【図４】左眼光学系により取得され、表示部に表示される表示画像の一例を示す図である
。
【図５】右眼光学系により取得され、表示部に表示される表示画像の一例を示す図である
。
【図６】図６は、表示画像のエリアを分割した一例を説明するための図である。
【図７】左眼の画像を表示した際の表示部の一例を示す図である。
【図８】右眼の画像を表示した際の表示部の一例を示す図である。
【図９】光路切り替え判断の処理の流れの一例を説明するためのフローチャートである。
【図１０】左右眼の画像を切り替える表示切替処理の流れの一例を説明するためのフロー
チャートである。
【図１１】光学アダプタの変更時の表示画像の切替処理の一例を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１２】物体距離による表示画像の切替処理の一例を説明するためのフローチャートで
ある。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１２】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る内視鏡装置の構成を示す構成図である。
【００１３】
　図１に示すように、内視鏡装置１は、ビデオプロセッサ等の機能を備えた装置本体２と
、装置本体２に接続される内視鏡３とを有して構成されている。装置本体２は、内視鏡画
像、操作メニュー等が表示される、例えば液晶パネル（ＬＣＤ）等の表示部４を有する。
この表示部４には、タッチパネルが設けられていてもよい。
【００１４】
　内視鏡３は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部としての挿入部５と、挿入部５の基端
に連設された操作部６と、操作部６から延出したユニバーサルコード７とを有して構成さ
れている。内視鏡３は、ユニバーサルコード７を介して装置本体２と着脱可能になってい
る。
【００１５】
　挿入部５は、先端側から順に、先端部１１と、先端部１１の基端に連設された、例えば
上下左右方向に湾曲自在に構成された湾曲部１２と、湾曲部１２に基端に連設された、可
撓性を有する長尺な可撓部１３とを有して構成されている。
【００１６】
　挿入部５の先端部１１には、例えばＣＣＤセンサまたはＣＭＯＳセンサ等の撮像素子２
２（図２参照）が内蔵されている。また、先端部１１には、内視鏡用光学アダプタである
光学アダプタ１０が取り付け可能になっている。なお、光学アダプタ１０は、複数種類存
在するもので、内視鏡３の先端部１１に装着する種類に応じて、接写、広角、拡大（望遠
）等の視野角の変更、直視、側視、斜視等の観察方向の変更等、種々の光学特性を変える
ことが可能となっている。
【００１７】
　操作部６には、湾曲部１２を上下左右方向に湾曲させる湾曲ジョイスティック６ａが設
けられている。ユーザは、湾曲ジョイスティック６ａを傾倒操作することで、湾曲部１２
を所望の方向に湾曲させることができる。また、操作部６には、湾曲ジョイスティック６
ａの他に、内視鏡機能を指示するボタン類、例えば、フリーズボタン、湾曲ロックボタン
、記録指示ボタン等の各種操作ボタンが設けられている。なお、表示部４にタッチパネル
が設けられている構成の場合、ユーザは、タッチパネルを操作して、内視鏡装置１の種々
の操作を指示することもできる。
【００１８】
　装置本体２の表示部４には、先端部１１内に設けられた撮像ユニットの撮像素子２２に
よって撮像された内視鏡画像が表示される。また、装置本体２の内部には、画像処理や各
種制御を行う制御部３０（図２参照）、処理画像を記録する記録装置等の各種回路が設け
られている。
【００１９】
　ここで、光学アダプタ１０、先端部１１、及び、装置本体２の詳細な構成について、図
２を用いて説明する。図２は、光学アダプタ、先端部、及び、装置本体の構成を説明する
ための図である。
【００２０】
　図２に示すように、光学アダプタ１０は、左右２つの観察光学系（第１の光学系及び第
２の光学系）により構成されるステレオ光学系１０ａと、メカシャッタ１４と、コイル１
５とを備える。ステレオ光学系１０ａは、視差方向に交差する方向に光軸が配置され、視
差方向に互いに離間して配置された左眼光学系１０Ｌと、右眼光学系１０Ｒとを有して構
成されている。コイル１５は、光学アダプタ１０が先端部１１に装着された際に、制御線
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２３を介して装置本体２の制御部３０に接続される。なお、光学アダプタ１０が先端部１
１に装着されない構成の場合、挿入部５の先端部１１が左眼光学系１０Ｌ、右眼光学系１
０Ｒ、メカシャッタ１４及びコイル１５を有していればよい。このように、左眼光学系１
０Ｌ、右眼光学系１０Ｒ、メカシャッタ１４及びコイル１５が内視鏡３の挿入部５の先端
（光学アダプタ１０または先端部１１）に配置されている。
【００２１】
　先端部１１は、観察光学系２１と、撮像素子２２と有して構成されている。撮像素子２
２は、撮像信号線２４を介して装置本体２の映像信号処理部３１に接続されている。
【００２２】
　装置本体２は、制御部３０と、映像信号処理部３１と、光源部３２と、光源制御部３３
とを有して構成されている。映像信号処理部３１は、輝度算出部３４と、ハレーション検
知部３５と、エッジ検出部３６と、表示制御部３７と、動き検出部３８と、物体距離算出
部３９とを有して構成されている。また、装置本体２、内視鏡３及び光学アダプタ１０内
には、ライトガイド２５が挿通されている。
【００２３】
　光源部３２は、例えばキセノンランプ、ＬＥＤ、レーザーダイオード等であり、ライト
ガイド２５の基端面に対向して配置されている。光源部３２は、光源制御部３３による制
御によって駆動し、ライトガイド２５の基端面に照明光を入射する。ライトガイド２５の
基端面に入射された照明光は、光学アダプタ１０の先端面から出射され、被写体Ｓに照明
光が照射される。なお、光源部３２は、装置本体２に設けられているが、例えば、内視鏡
３の操作部６内に設けられていてもよい。
【００２４】
　光学アダプタ１０の左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒと観察光学系２１とは、照
明光が照射された被写体Ｓからの戻り光を撮像素子２２に入射させるように設計されてい
る。なお、図２の例では、先端部１１に１つの観察光学系２１が設けられているが、先端
部１１に複数の観察光学系を設け、光学アダプタ１０の左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系
１０Ｒと、先端部１１の複数の観察光学系とを介して、被写体Ｓからの戻り光を撮像素子
２２に入射させるようにしてもよい。
【００２５】
　メカシャッタ１４は、左眼光学系１０Ｌを通る光路を遮る第１の位置と、右眼光学系１
０Ｒを通る光路を遮る第２の位置とに対して択一的に配置される。図２の例では、メカシ
ャッタ１４は、右眼光学系１０Ｒと撮像素子２２との間の第２の位置に位置しているため
、右眼光学系１０Ｒからの光を遮光し、左眼光学系１０Ｌからの光が撮像素子２２に入射
される状態となっている。
【００２６】
　ユーザは、メカシャッタ１４の位置を切り替える場合、装置本体２に接続されている操
作部６を操作することで、操作信号（切替信号）が制御部３０に入力される。なお、メカ
シャッタ１４の位置の切り替えは、装置本体２の表示部４のタッチパネル等を用いて行っ
てもよい。
【００２７】
　制御部３０は、操作部６から操作信号が入力されると、制御線２３を介してコイル１５
に電流を流すことでコイル１５に磁界を発生させる。メカシャッタ１４には図示しない磁
石が設けられている。そして、コイル１５に磁界が発生すると、メカシャッタ１４は、磁
力によりコイル１５に近づく状態となり、左眼光学系１０Ｌと撮像素子２２との間の第１
の位置に位置する。これにより、左眼光学系１０Ｌからの光が遮光され、右眼光学系１０
Ｒからの光が撮像素子２２に入射される状態となる。
【００２８】
　制御部３０は、操作信号に応じて制御線２３を介してコイル１５への電流の供給を停止
すると、コイル１５に磁界が発生しない状態となる。これにより、メカシャッタ１４は、
元の位置である第２の位置、すなわち右眼光学系１０Ｒと撮像素子２２との間に移動する
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。このように、コイル１５は、遮蔽部であるメカシャッタ１４を左眼光学系１０Ｌを通る
光路を遮る第１の位置と、右眼光学系１０Ｒを通る光路を遮る第２の位置とに対して択一
的に配置して、いずれか一方の光路を遮る光路遮断部を構成する。
【００２９】
　撮像素子２２は、左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒと観察光学系２１との結像位
置に配置された受光面を有し、左眼光学系１０Ｌ及び観察光学系２１を介して受光面に結
像された光学像と、右眼光学系１０Ｒ及び観察光学系２１を介して受光面に結像された光
学像との少なくとも一方から撮像信号を生成する。撮像素子２２により生成された撮像信
号は、撮像信号線２４を介して装置本体２の映像信号処理部３１に入力される。
【００３０】
　映像信号処理部３１は、入力された撮像信号に基づいて、左眼光学系１０Ｌに対応する
画像及び右眼光学系１０Ｒに対応する画像のうち、一方の画像に関する映像信号を生成す
る。生成された映像信号は、表示部４に入力される。表示部４は、映像信号が入力される
ことで、左眼光学系１０Ｌに対応する画像及び右眼光学系１０Ｒに対応する画像のうち、
一方の画像を表示する。
【００３１】
　次に、表示部４に表示される表示画像の一例について説明する。図３は、被写体と左眼
光学系及び右眼光学系の観察範囲との関係を説明するための図であり、図４は、左眼光学
系により取得され、表示部に表示される表示画像の一例を示す図であり、図５は、右眼光
学系により取得され、表示部に表示される表示画像の一例を示す図である。
【００３２】
　左右眼の観察範囲は、左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒによりそれぞれ集光して
いるため視差が発生する。そのため、図３に示すように、左眼光学系１０Ｌにより取得さ
れて表示部４に表示される範囲は、観察範囲４０ａとなり、右眼光学系１０Ｒにより取得
されて表示部４に表示される範囲は、観察範囲４０ｂとなる。これらの観察範囲４０ａま
たは４０ｂが表示画像として表示部４に表示される。
【００３３】
　すなわち、右眼光学系１０Ｒと撮像素子２２との間にメカシャッタ１４が配置されてい
る場合、表示部４には、図４に示すように、左眼光学系１０Ｌの観察範囲４０ａの画像が
表示される。
【００３４】
　一方、左眼光学系１０Ｌと撮像素子２２との間にメカシャッタ１４が配置されている場
合、表示部４には、図５に示すように、右眼光学系１０Ｒの観察範囲４０ｂの画像が表示
される。
【００３５】
　次に、ハレーションの検知について説明する。図６は、表示画像のエリアを分割した一
例を説明するための図である。
【００３６】
　撮像素子２２によって撮像された撮像信号は、撮像信号線２４を介して映像信号処理部
３１の輝度算出部３４に入力される。映像信号処理部３１の輝度算出部３４は、入力され
た撮像信号の各画素の輝度値（輝度情報）を算出する。そして、輝度算出部３４は、図６
に示すように、例えば画像を５つのエリアＥ１～Ｅ５に分割する。
【００３７】
　図６の例では、画像の左上がエリアＥ１、画像の右上がエリアＥ２、画像の左下がエリ
アＥ３、画像の右下がエリアＥ４、画像の中央がエリアＥ５に分割されている。輝度算出
部３４は、このように分割された各エリアＥ１～Ｅ５毎の平均輝度値を算出する。なお、
図６の例では、画像を５つのエリアＥ１～Ｅ５に分割しているが、分割するエリアは５つ
に限定されることなく、４つ以下、あるいは、６つ以上であってもよい。
【００３８】
　映像信号処理部３１のハレーション検知部３５は、輝度算出部３４によって算出された
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各エリアＥ１～Ｅ５毎の平均輝度値を予め設定された所定の閾値と比較し、所定の閾値よ
り高いエリアがある場合、そのエリアにおいてハレーションが発生していると判定する。
一方、ハレーション検知部３５は、全てのエリアＥ１～Ｅ５の平均輝度値が所定の閾値以
下の場合、ハレーションが発生していないと判定する。ハレーション検知部３５は、ハレ
ーションが発生しているか否かの検知結果を制御部３０に出力する。
【００３９】
　なお、図６の例では、画像を５つのエリアＥ１～Ｅ５に分割し、各エリアＥ１～Ｅ５の
平均輝度値を算出してハレーションの発生を検出しているが、エリアの分割を行わずに、
画像の各画素の輝度値からハレーションの発生を検出するようにしてもよい。また、ハレ
ーションが発生していると検知された場合、画像処理でハレーションが発生している部分
の明るさを抑えたり、光源制御部３３により光源部３２の光量を抑えるようにしてもよい
。
【００４０】
　制御部３０は、ハレーション検知部３５によってハレーションが発生していないと判定
された場合、左右眼の画像を切り替えることなく、そのまま観察を継続する。
【００４１】
　また、制御部３０は、ハレーション検知部３５によってハレーションが発生していると
判定された場合、左右眼の画像を切り替えることにより、ハレーションが解消する見込み
があるかを判定する。制御部３０は、左右眼の画像を切り替えることでハレーションが解
消する見込みがあると判定した場合、制御線２３を介してコイル１５への電流の供給、あ
るいは、電流の供給の停止を行う。これにより、制御部３０は、メカシャッタ１４の位置
を切り替え、表示部４に表示させる左右眼の画像を切り替える切替処理を実行する。
【００４２】
　例えば、左眼光学系１０Ｌにより取得された左眼の画像で観察している際に、左側のエ
リアＥ１、Ｅ３でハレーションが発生している場合、制御部３０は、右眼光学系１０Ｒに
より取得された右眼の画像に切り替えると、ハレーションが解消する見込みが大きいと判
断する。すなわち、左眼の画像から右眼の画像に切り替えると、左側のエリアＥ１、Ｅ３
で発生しているハレーションが画面のさらに左端に移動する、あるいは、画面から消える
ため、観察画像の視認性が向上する。そのため、制御部３０は、ハレーションが解消する
見込みが大きいと判断する。
【００４３】
　一方、制御部３０は、左右眼の画像を切り替えることでハレーションが解消する見込み
がないと判断した場合、左右眼の画像の切り替えを行わない、あるいは、左右眼の画像の
切り替えを実行するか否かをユーザに判断させる。
【００４４】
　例えば、左眼光学系１０Ｌにより取得された左眼の画像で観察している際に、右側のエ
リアＥ２、Ｅ４でハレーションが発生している場合、制御部３０は、右眼光学系１０Ｒに
より取得された右眼の画像に切り替えても、ハレーションが解消する見込みが少ないと判
断する。すなわち、左眼の画像から右眼の画像に切り替えると、右側のエリアＥ２、Ｅ４
で発生しているハレーションが画面の中央に移動するため、観察画像の視認性が下がる。
そのため、制御部３０は、ハレーションが解消する見込みが少ないと判断する。
【００４５】
　制御部３０は、中央のエリアＥ５でハレーションが発生している場合、発生している場
所に応じて、左右眼の画像を切り替えることにより、ハレーションが解消する見込みがあ
るかを判定する。
【００４６】
　このように、制御部３０及び映像信号処理部３１は、表示部４に表示される一方の画像
の輝度情報を検出するとともに、検出された輝度情報が所定の閾値よりも高い場合に、表
示部４に表示する画像を一方の画像から、他方の光学像に対応する他方の画像に切り替え
る表示切替処理を実行する表示切替部を構成する。
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【００４７】
　次に、左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒにより取得された左右眼の画像を切り替
えて表示する際の表示例について説明する。図７は、左眼の画像を表示した際の表示部の
一例を示す図であり、図８は、右眼の画像を表示した際の表示部の一例を示す図である。
【００４８】
　左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒにより取得された左右眼の画像は視差を有する
ため、左右眼の画像を切り替えた際に、図４及び図５に示すように、左右眼で共通に撮影
している画像の位置が大きくずれてしまい、ユーザに違和感を与えてしまう。
【００４９】
　そこで、エッジ検出部３６は、左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒにより取得され
た左右眼の画像それぞれのエッジを検出する。
【００５０】
　表示制御部３７は、エッジ検出部３６により検出された左右眼の画像のエッジから左右
眼の画像の共通部分を検出する。そして、表示制御部３７は、検出した左右眼の画像の共
通部分を表示部４の表示領域において同じ位置に表示するように、左右眼の画像の表示位
置を制御する。より好ましくは、表示制御部３７は、左右眼の画像の共通部分、すなわち
、共通の被写体部位を表示部４の表示領域の中央に表示するように、左右眼の画像の表示
位置を制御する。これにより、左右眼の画像を切り替えた際の違和感を抑えるようにして
いる。
【００５１】
　このように、左右眼の画像の共通部分を表示領域の中央に配置した場合、左眼の画像の
右側、及び、右眼の画像の左側に被写体像がない領域存在する。そこで、表示制御部３７
は、左眼の画像を表示部４に表示する場合、図７に示すように、左眼の画像の右側に黒画
像５０を合成して表示部４に表示するように制御する。また、表示制御部３７は、右眼の
画像を表示部４に表示する場合、図８に示すように、右眼の画像の左側に黒画像５１を合
成して表示部４に表示するように制御する。
【００５２】
　次に、このように構成された内視鏡装置１の動作について説明する。
【００５３】
　まず、光路切り替え判断の処理について説明する。図９は、光路切り替え判断の処理の
流れの一例を説明するためのフローチャートである。
【００５４】
　まず、輝度算出部３４は、現在表示している画像の各エリアの平均輝度値を算出する（
ステップＳ１）。次に、ハレーション検知部３５は、算出した平均輝度値が所定の閾値よ
り高いエリアがあるか否かを判定する（ステップＳ２）。平均輝度値が所定の閾値より高
いエリアがない場合（Ｓ２：ＮＯ）、ハレーション検知部３５は、ハレーションが発生し
ていないと判定し、左右眼の画像の表示を切り替える表示切替処理を実行せず、観察を継
続する（ステップＳ３）。一方、平均輝度値が所定の閾値より高いエリアがある場合（Ｓ
２：ＹＥＳ）、ハレーション検知部３５は、平均輝度値が所定の閾値より高いエリア内で
ハレーションが発生していると判定する（ステップＳ４）。
【００５５】
　なお、ハレーションが発生していると判定した場合、上述したように、画像処理や光源
制御によりハレーションを抑える処理を行ってもよい。その結果、平均輝度値が所定の閾
値より高いエリアがなくなった場合、表示切替処理を実行せず、観察を継続する。一方、
ハレーションを抑える処理を行っても、ハレーションが発生している場合、続くステップ
Ｓ５の処理を実行する。
【００５６】
　次に、ハレーションが発生していると判定されると、制御部３０は、左右眼の画像を切
り替えて効果があるエリアか否かを判定する（ステップＳ５）。左右眼の画像を切り替え
て効果があるエリアでないと判定した場合（Ｓ５：ＮＯ）、制御部３０は、表示切替処理
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を実行せず、観察を継続する、あるいは、ユーザに左右眼の画像を切り替えるかを選択さ
せる（ステップＳ６）。一方、左右眼の画像を切り替えて効果があるエリアであると判定
した場合（Ｓ５：ＹＥＳ）、制御部３０は、左右眼の画像を切り替える表示切替処理を実
行する（ステップＳ７）。
【００５７】
　次に、図９のステップＳ７の左右眼の画像を切り替える表示切替処理について説明する
。図１０は、左右眼の画像を切り替える表示切替処理の流れの一例を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００５８】
　まず、左右眼それぞれの画像を取得し（ステップＳ１１）、取得した左右眼の画像のそ
れぞれのエッジを検出する（ステップＳ１２）。検出したエッジから左右眼の画像の共通
部分を検出する（ステップＳ１３）。検出した左右眼の共通部分が表示部４の画面中央に
位置するように、補正画像を生成する（ステップＳ１４）。なお、ここではデフォルトと
して左眼の画像を表示させようとしているため、左眼の画像について補正画像を生成する
ことになる。次に左眼の補正画像の右側に黒画像を合成し、左眼の表示画像を生成する（
ステップＳ１５）。そして、生成した左眼の表示画像を表示部４に表示する（ステップＳ
１６）。
【００５９】
　次に、表示する画像を左眼の画像から右眼の画像に切り替えるか否かを判定する（ステ
ップＳ１７）。左眼の画像から右眼の画像に切り替えると判定した場合（Ｓ１７：ＹＥＳ
）、右眼の画像について補正画像を生成する。補正画像の生成のしかたについては、左眼
の画像の補正画像の生成の仕方と同様であって、検出した左右眼の共通部分が表示部４の
画面中央に位置するように、右眼の補正画像を生成する（ステップＳ１８）。そして、右
眼の補正画像の左側に黒画像を合成し、右眼の表示画像を生成し（ステップＳ１９）、右
眼の表示画像を表示部４に表示する（ステップＳ２０）。
【００６０】
　なお、左眼の画像から右眼の画像に切り替えないと判定した場合（Ｓ１５：ＮＯ）、右
眼の表示画像を表示し続ける。
【００６１】
　以上のように、内視鏡装置１は、画像を例えば５つのエリアＥ１～Ｅ５に分割し、ハレ
ーションが発生しているエリアを検出する。そして、内視鏡装置１は、左右眼の画像を切
り替えた際に、ハレーションを抑制する効果があるエリアか否かを検出し、効果があるエ
リアの場合、左右眼の画像を切り替えるようにしている。これにより、内視鏡装置１は、
発生しているハレーションを表示部４の表示画面の中央から離れる方向に移動する、ある
いは、表示画面から消すことができるため、ユーザにとって観察画像の視認性が高くなる
。
【００６２】
　よって、本実施形態の内視鏡装置によれば、ハレーション発生による観察画像の視認性
の低下を抑制することができる。
【００６３】
　また、内視鏡装置１は、左右眼の画像を切り替える際に、左右眼の画像の共通部分を表
示部４の表示領域の同じ位置に表示するように、左右眼の画像の表示位置を制御すること
により、左右眼の画像を切り替えた際にも観察画像の位置がずれることなくなり、左右眼
の画像を切り替えた際の違和感を抑えることができる。
【００６４】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。第１の実施形態では、ハレーションが発生し
たタイミングで、効果がある場合は左右眼の画像を切り替えていたが、左右眼の画像を切
り替えるタイミングは、ハレーションが発生したタイミングに限定されることはなく、他
のタイミングであってもよい。
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【００６５】
　ユーザが操作部６のフリーズボタンを押下し、フリーズ操作をした場合、その観察箇所
を詳細に検査したい可能性が高い。そこで、ユーザによるフリーズ操作をトリガーにして
左右眼の画像を取得し、制御部３０による表示切替処理を行う、あるいは、左眼の画像と
右眼の画像のいずれの画像がユーザに適した画像であるかを選択させるようにしてもよい
。
【００６６】
　また、映像信号処理部３１の動き検出部３８が一定の動きを検出した場合、左右眼の画
像を取得し、左眼の画像と右眼の画像のいずれの画像がユーザに適した画像であるかを選
択させるようにしてもよい。すなわち、動き検出部３８は、撮像信号あるいは映像信号に
基づいて、被写体のぶれ量を検出し、検出したぶれ量が所定の閾値より大きい場合、制御
部３０による表示切替処理を行う、あるいは、左眼の画像と右眼の画像のいずれの画像が
ユーザに適した画像であるかを選択させる。
【００６７】
　また、動き検出部３８が一定の動きを検出していない場合、左右眼の画像を取得し、左
眼の画像と右眼の画像のいずれの画像がユーザに適した画像であるかを選択させるように
してもよい。すなわち、動き検出部３８は、撮像信号あるいは映像信号に基づいて、被写
体のぶれ量を検出し、検出したぶれ量が所定の閾値より小さい場合、制御部３０による表
示切替処理を行う、あるいは、左眼の画像と右眼の画像のいずれの画像がユーザに適した
画像であるかを選択させる。
【００６８】
　また、ユーザが操作部６の湾曲ロックボタンを押下し、湾曲ロック操作をした場合、そ
の観察箇所を詳細に検査したい可能性が高い。そこで、ユーザによる湾曲ロック操作をト
リガーにして左右眼の画像を取得し、制御部３０による表示切替処理を行う、あるいは、
左眼の画像と右眼の画像のいずれかの画像がユーザに適した画像であるかを選択させるよ
うにしてもよい。
【００６９】
　以上のように、操作部６のフリーズボタン、動き検出部３８、及び、操作部６の湾曲ロ
ックボタンが表示切替処理のトリガー情報を出力する表示切替判断部を構成する。制御部
３０は、表示切替判断部からのトリガー情報に基づいて、表示切替処理を実行する。
【００７０】
（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。
【００７１】
　第１の実施形態では、左右眼の画像を切り替えるタイミングで左右眼の画像の共通部分
を検出し、表示画面の中央に配置していたが、左右眼の画像の共通部分を検出し、表示画
面の中央に配置するタイミングは、左右眼の画像を切り替えるタイミングに限定されるこ
となく、他のタイミングであってもよい。
【００７２】
　先端部１１に装着される光学アダプタ１０の種類が変更された場合、光学アダプタ１０
の画角等の光学特性が変更されるため、左右眼の観察範囲が変更される。そこで、制御部
３０は、先端部１１に装着される光学アダプタ１０の種類が変更された際に、表示切替処
理を実行する。すなわち、制御部３０は、先端部１１に装着される光学アダプタ１０の種
類が変更された際に、左右眼の画像の共通部分を検出し、表示部４の表示画面の中央に配
置する。なお、光学アダプタ１０の変更の検知は、制御部３０によって行ってもよいし、
ユーザが表示部４のタッチパネルを用いて入力してもよい。
【００７３】
　図１１は、光学アダプタの変更時の表示画像の切替処理の一例を説明するためのフロー
チャートである。なお、図１１において、図１０と同様の処理については、同一の符号を
付して説明を省略する。
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【００７４】
　まず、制御部３０は、光学アダプタ１０が変更されたか否かを判定する（ステップＳ２
１）。光学アダプタ１０が変更されていないと判定した場合、ステップＳ２１に戻り、同
様の処理を繰り返す。一方、光学アダプタ１０が変更されたと判定した場合、ステップＳ
１１に進む。ステップＳ１１以降の処理は、図１０と同様である。
【００７５】
　以上の処理により、内視鏡装置１は、先端部１１に装着される光学アダプタ１０の種類
が変更された場合でも最適な画像を表示することができる。
【００７６】
（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。
【００７７】
　被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１１との物体距離により、左右眼で共通と
なる観察範囲が変更される。例えば、被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１１と
の距離が近くなると、左右眼の共通する観察範囲は少なくなり、被写体Ｓと光学アダプタ
１０あるいは先端部１１との距離が遠くなると、左右眼の共通する観察範囲は多くなる。
【００７８】
　このように、被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１１との距離に応じて観察範
囲が変更される。そこで、物体距離が変更された際に、左右眼の画像の共通部分を検出し
、表示画面の中央に配置するようにしてもよい。
【００７９】
　測定部としての物体距離算出部３９は、被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１
１との物体距離を算出する。なお、被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１１との
物体距離は、左眼光学系１０Ｌ及び右眼光学系１０Ｒから左右眼の画像を取得し、公知の
三角測量の原理を用いて測定すればよい。また、物体距離を測定するタイミングは、例え
ば、第２の実施形態で説明した操作部６を用いたフリーズ操作、動き検出部３８による動
き検出、操作部６を用いた湾曲操作等のタイミングで行う。
【００８０】
　制御部３０は、物体距離算出部３９により算出された物体距離が前回算出された物体距
離から変わったか否かを判定し、算出された物体距離が前回算出された物体距離から変わ
った場合、表示切替処理を実行する。
【００８１】
　図１２は、物体距離による表示画像の切替処理の一例を説明するためのフローチャート
である。なお、図１２において、図１０と同様の処理については、同一の符号を付して説
明を省略する。
【００８２】
　まず、物体距離算出部３９は、物体距離測定を開始する（ステップＳ３１）。物体距離
算出部３９は、左右眼それぞれの画像を取得し（ステップＳ３２）、公知の物体距離測定
技術を用い、物体距離を測定する（ステップＳ３３）。
【００８３】
　次に、制御部３０は、前回の物体距離測定結果から物体距離が変わったか否かを判定す
る（ステップＳ３４）。前回の物体距離測定結果から物体距離が変わっていないと判定し
た場合（Ｓ３４：ＮＯ）、何も行わずに処理を終了する。一方、前回の物体距離測定結果
から物体距離が変わったと判定した場合（Ｓ３４：ＹＥＳ）、ステップＳ１１に進む。ス
テップＳ１１以降の処理は、図１０と同様である。
【００８４】
　以上の処理により、内視鏡装置１は、被写体Ｓと光学アダプタ１０あるいは先端部１１
との距離（物体距離）が変更された場合でも最適な画像を表示することができる。
【００８５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
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において、種々の変更、改変等が可能である。
【００８６】
　本出願は、２０１６年９月９日に日本国に出願された特願２０１６－１７６２６２号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲に引用されるものとする。

【図１】 【図２】
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